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人事行政の運営等の状況

旭川市の人事行政の運営等の状況についてお知らせします。

１ 職員の任免及び職員数

⑴ 採用・退職者数の状況

※採用欄の（ ）内は，再任用職員の人数（外数）です。

※退職欄の（ ）内は，フルタイム会計年度任用職員の人数（外数）です。

⑵ 所属部門別職員数の状況
（各年４月１日現在）

令和２年度（4 月 1 日現在） 令和３年度（4 月 1 日現在）

採

用

事務

一般技術（土木建築等）

保育士

医師

薬剤師

獣医師

栄養士

診療放射線技師

臨床工学技士

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

精神保健福祉士

保健師

看護師・助産師

消防

52 人（14 人）

17 人（3 人）

－

12 人

－

1 人

3 人

2 人（1 人）

2 人

1 人（1 人）

－

－

－

1 人

2 人

8 人（1 人）

10 人（7 人）

45 人（8 人）

14 人（1 人）

－

16 人

－

－

－

－

0 人（1 人）

2 人（2 人）

－

－

－

－

1 人

23 人（3 人）

9 人（19 人）

計 113 人（27 人） 110 人（34 人）

フルタイム

会計年度任用職員
547 人 560 人（更新を含む）

退

職

定年

勧奨

自己都合

再任用任期満了

その他

33 人

13 人

46 人（34 人）

26 人

2 人

計 120 人（34 人）

部門

職員数
対前年増減数

令和２年 令和３年

一般部局 1,604 人（200 人） 1,621 人（189 人） 17 人（▲11 人）

議会事務局 20 人（ 1 人） 20 人（ 0 人） 0 人（▲ 1 人）

教育委員会 199 人（275 人） 198 人（282 人） ▲1 人（ 7 人）

選挙管理委員会 7 人（ 0 人） 8 人（ 0 人） 1 人（ 0 人）

監査事務局 10 人（ 0 人） 9 人（ 0 人） ▲1 人（ 0 人）

農業委員会 12 人（ 0 人） 11 人（ 0 人） ▲1 人（ 0 人）

消防 406 人（ 0 人） 405 人（ 0 人） ▲1 人（ 0 人）

公営企業 727 人（ 71 人） 734 人（ 89 人） 7 人（ 18 人）
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※ 職員数欄の（ ）内は，フルタイム会計年度任用職員の人数（外数）です。

※ 職員数は，北海道等からの派遣職員（令和２年は４人，令和３年は２人），再任用短

時間勤務職員（令和２年は１人，令和３年は４人），パートタイム会計年度任用職員

を除きます。

⑶ 職員数の推移

平成２６年度以降，消防の広域化や再任用職員のフルタイム化などにより職員数は

増加しましたが，削減の取組の結果，平成２８年度をピークに令和元年度までは一旦

減少しました。令和３年度においては市立旭川病院における専門職採用の増などによ

り，４月１日時点の職員数は増加しています。今後も効率的な事務の執行に努めてい

きます。

（各年４月１日現在）

２ 職員の人事評価の状況

職員が職務を遂行した能力や挙げた業績を把握し，職員の勤労意欲や能力開発，効

率的な組織運営を促し，組織全体の活性化や公務能率の向上を図ることを目的とした

人事評価制度を，課長職以上の管理職は平成２０年１２月から，管理職以外の職員は

平成２８年１０月から，平成２９年１月からは再任用職員に導入しています。令和２

年度からは会計年度任用職員も人事評価の対象となっています。
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３ 職員の給与

⑴ 給与のしくみ

⑵ 人件費の状況（令和２年度普通会計決算）

人件費とは，一般職と特別職の職員に対する給与や報酬のほかに，共済費（民間企

業での社会保険料の使用者負担分に相当）等を含む経費をいいます。

なお，令和２年度の人件費率は１０．４％です。

※普通会計とは，一般会計と特別会計のうち公営事業会計以外の会計を一つの会計とし

てまとめたものです。

※令和２年度については，新型コロナウイルス感染症対策に係る経費により歳出額が増

加したため，人件費率が減少しています。

⑶ 職員給与費の状況（令和３年度普通会計当初予算）

職員給与費とは，人件費のうち，職員に毎月支給される給料に各種手当（退職手当

を除く）を合わせたものです。

ア 全職員（正職員＋フルタイム会計年度任用職員）

給 与

毎月決まって支給

されるもの

給 料 職務と責任の度合いに応じて給料表に定められている額

で，民間企業での基本給に相当

扶 養 手 当 扶養親族がいる職員に支給

民間企業での家族手当に相当

住 居 手 当 住宅を借り受けている職員に支給

通 勤 手 当 通勤のため交通機関又は交通用具を利用する職員に支給

特別な職務や特殊な

勤務に就いたときに

支給されるもの

管理職手当 課長職以上の職員に支給

特殊勤務手当 著しく特殊な業務に従事した職員に支給

時間外勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給

休日勤務手当 休日（国民の祝日等）に勤務した職員に支給

夜間勤務手当 正規の勤務時間として 22:00～翌 5:00 までの間に勤務し
た職員に支給

その他の手当 単身赴任手当等

一定の時期に支給

されるもの

期末・勤勉手当 民間企業での賞与等（ボーナス）に相当

寒冷地手当 民間企業での燃料手当に相当

退 職 手 当 退職した職員に支給される一時金

区 分

歳出額

(A)=(B)+(C)

人件費

(B)

人件費以外

(C)

人件費率

(R2 年度)

(B)/(A)

人件費率

(R 元年度)

令 和

２年度

千円

199,990,621

(100.0％)

千円

20,855,688

(10.4％)

千円

179,134,933

(89.6％)

％

10.4

％

12.3

区 分
職員数

(A)
給 与 費 一人当たり給与費

(B)÷(A)給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B)

令 和

３年度

人

2,745

千円

9,398,410

(63.9％)

千円

1,934,691

(13.2％)

千円

3,373,430

(22.9％)

千円

14,706,531

(100.0％)

千円

5,358
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イ 正職員（フルタイム会計年度任用職員を除く）

⑷ ラスパイレス指数の状況

※ラスパイレス指数とは，国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給

与水準を示す指数です。

⑸ 職員の初任給及び経験年数別平均給料月額の状況 （令和３年４月１日現在）

※決定初任給とは，卒業後直ちに採用された者に適用される給料月額をいいます。

※一般行政職とは，行政職給料表の適用者のうち，税務関係等の業務に従事する職員を

除いたものをいいます。

⑹ 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 （令和３年４月１日現在）

⑺ 一般行政職の級別職員の状況 （令和３年４月１日現在）

※旭川市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

※標準的な職務とは，それぞれの級に該当する代表的な職務です。

旭川市 中核市平均 全国市平均

令和 2年 4 月 1 日現在 98.8 99.9 98.9

平成 27 年 4 月 1 日現在 98.9 100.1 98.7

区 分 決定初任給 経験年数

10 年未満 10 年以上 20 年未満 20 年以上 30年未満 30 年以上

一 般

行政職

大学卒 182,200 円 217,054 円 291,651 円 373,508 円 415,306 円

高校卒 150,600 円 177,551 円 255,826 円 349,315 円 387,886 円

区 分 旭川市 国

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 321,000 円 42.8 歳 325,827 円 43.0 歳

区 分 標準的な職務 職員数 構成比 １年前の構成比

１級 係 員 107 人 7.0％ 6.8％

２級 係 員 159 人 10.3％ 11.5％

３級 主任・係長 374 人 24.3％ 25.6％

４級 主任・係長・課長補佐 610 人 39.6％ 38.5％

５級 課 長 補 佐 92 人 6.0％ 5.1％

６級 課 長 64 人 4.2％ 4.7％

７級 課長・次長 88 人 5.7％ 5.2％

８級 次長・部長 45 人 2.9％ 2.6％

９級 部 長

計 1,539 人 100.0％ 100.0％

区 分
職員数

(A)
給 与 費 一人当たり給与費

(B)÷(A)給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B)

令 和

３年度

人

2,195

千円

8,328,871

(61.7％)

千円

1,883,906

(14.0％)

千円

3,289,830

(24.3％)

千円

13,502,607

(100.0％)

千円

6,152
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⑻ 職員手当の状況

※期末手当・勤勉手当欄の（ ）内は，再任用職員の支給割合です。

※退職手当の１人当たり平均支給額は，令和２年度に退職した，全職種，全職員に支

給された額の平均です。

区 分 旭川市 国

期末手当

勤勉手当

（令和３年度支給割合）

同じ

6 月期

12 月期

計

期末手当

1.275 月分

(0.725 月分）

1.275 月分

(0.725 月分）

2.55 月分

(1.45 月分)

勤勉手当

0.95 月分

（0.45 月分）

0.95 月分

（0.45 月分）

1.9 月分

(0.9 月分)

職制上の段階，職務の級等による加算あり

寒冷地

手 当
51,700 円 ～ 131,900 円 同じ

退職手当

(支給率)

勤続 20 年

勤続 25 年

勤続 35 年

最高限度額

自己都合

19.6695 月

28.0395 月

39.7575 月

47.709 月

勧奨・定年

24.586875 月

33.27075 月

47.709 月

47.709 月

同じ

その他の

加算措置

退職前の役職等による調

整額あり

定年前早期退職特例措置

（2～20％加算）

その他の

加算措置

退職前の役職等による

調整額あり

定年前早期退職特例措置

（2～45％加算）

１人当たりの平均支給額

－

－

自己都合

勧奨･定年

930 千円

20,219 千円

扶養手当

・配偶者

（行政職給料表 7 級以下） 6,500 円

（行政職給料表 8 級） 3,500 円

（行政職給料表 9 級） 0 円

・子 1 人 10,000 円

・扶養親族（配偶者及び子を除く）

（行政職給料表 7 級以下） 1 人 6,500 円

（行政職給料表 8 級） 1 人 3,500 円

（行政職給料表 9 級） 0 円

（16 歳から 22 歳までの子 1 人につき 5,000 円加算）

同じ

住居手当
・借家
家賃の額に応じて 27,000 円を限度に支給

（家賃 3,000 円を超える者に限る）

・借家
家賃の額に応じて 28,000円を限度に支給
（家賃 16,000 円を超える者に限る）

通勤手当

・交通機関の利用者

運賃等相当額を支給

限度額 50,000 円

・交通用具の使用者

自家用車等の使用距離に応じて

2,000 円～31,600 円の範囲で支給

・交通機関の利用者

運賃等相当額を支給

限度額 55,000 円

・交通用具の使用者

自家用車等の使用距離に応じて

2,000円～31,600円の範囲で支給
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※時間外勤務手当には，夜間・休日勤務手当は含まれません。

※職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は，各年度の４月１日現在の総職

員数（制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない管理職員を除く。）であり，短

時間勤務職員を含みます。

４ 職員の勤務時間とその他の勤務条件

⑴ 勤務時間（標準的なもの）

⑵ 年次有給休暇の取得状況（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

※総付与日数には，前年度からの繰越し分を含みます。

※全対象職員数とは，令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの全期間在職した

職員の数です。

区 分 全職種

特殊勤務

手 当

令和２

年 度

職員全体に占める手当支給職員の割合 40.9％（普通会計分 31.9％）

支給対象職員１人当たり平均支給年額 233,334 円（普通会計分 132,920 円）

手当の種類（手当数） 41 種類

代表的な

手当の名称

支給額が多い手当

・夜間看護手当

・救急勤務医手当

・公衆衛生等業務手当

・消防活動等手当

・新型コロナウイルス感染症対策勤務

手当

支給されている

職員数が多い手当

・消防活動等手当

・病院等医療業務手当

・社会福祉業務手当

・夜間看護手当

・公衆衛生等業務手当

時 間 外

勤務手当

令 和

２ 年 度

支給総額 860,184 千円

職員１人当たり支給年額 326 千円

令 和

元 年 度

支給総額 854,116 千円

職員１人当たり支給年額 323 千円

1 週間の

勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

38 時間 45 分 午前 8 時 45 分 午後 5 時 15 分 午後 0 時 15 分～1 時

総付与日数

A
総使用日数

B
全対象職員数

C
平均使用日数

B/C
取得率

B/A
日

102,263.5

日

29,316.1

人

2,700

日

10.9

％

28.7
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５ 職員の休業

職員の各種休業制度の令和２年度の取得状況は，次のとおりです。

６ 職員の分限及び懲戒処分

令和２年度に行った職員に対する分限と懲戒処分は，次のとおりです。

⑴ 分限

※延べ人数とは，同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合，その数を重複

して計上した人数です。

⑵ 懲戒

（人）

７ 職員の服務

地方公務員法や旭川市職員服務規程のほか，平成２０年度から施行した「旭川市政

における公正な職務の執行の確保等に関する条例」に基づき，法令を遵守し，倫理の

高揚に努めるよう服務規律の確保等に務めております。

令和２年度における主な取組は，次のとおりです。

・ 各部局長宛に通知

夏期に文書による通知を行い，法令遵守や綱紀の保持等の周知徹底を図った。

・ 職員研修の実施

旭川市政における公正な職務の執行の確保等に関する条例に係る全体研修を３

回実施した。

８ 職員の退職管理

退職した元職員からの働きかけを規制するとともに，退職した課長職以上の元職員

から営利企業その他の法人・団体に再就職した状況について届出を受け，例年７月に

ホームページで公表しています。

休業の種類 延べ人数

育児休業 61 人

修学部分休業 0 人

自己啓発等休業 1 人

処分の種類 事 由 延べ人数

休 職
心身の故障 122 人

刑事事件で起訴 1 人

処分の種類 事 由
計

公務上 公務外

免 職 0 0 0

停 職 0 0 0

減 給 0 1 1

戒 告 0 0 0

計 0 1 1
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９ 職員の研修

研修には，基本研修，特別研修，派遣研修，職場研修，自主研修があり，令和２年

度に実施した主な研修は次のとおりです。

（人）

10 職員の福祉及び利益の保護

⑴ 厚生福利制度

ア 厚生制度

職員の保健や元気回復，その他厚生に関する事業を，条例の定めにより旭川市

職員福利厚生会に委任し，実施しています。

文化教養・体育奨励事業，レクリエーション親睦事業，給付事業等を行ってい

ます。同会の令和２年度の会員数は，２，９９０人。市からの交付金の額は

１２，７１２千円で，会員会費と交付金の負担比は１：０．２６です。

イ 共済制度

職員の病気や負傷，出産，休業，災害，退職，障害，死亡または，被扶養者の

病気や負傷，出産，災害，死亡に関して適切な給付を行うことを目的とした相互

救済制度です。地方公務員等共済組合法に基づき，北海道都市職員共済組合が主

体となって，事業を実施しています。

⑵ 公務災害補償

職員が公務により死亡や負傷，疾病にかかったり，公務上での負傷や疾病で死亡

や障害の状態となったりした場合に，本人や遺族，被扶養者に，これらが原因とな

って受けた損害を補償する制度です。なお，公務災害の発生件数は次のとおりです。

11 特別職の報酬等の状況

⑴ 市長，副市長，教育長，常勤の監査委員，議長，副議長，議員

（令和３年４月１日現在）

区分 主 な 研 修 名 受講者延べ人数

基本研修 新採用職員研修，採用３年次研修，新任係長職研修，

新任課長補佐職研修，新任課長職研修

315

特別研修 接遇講座，政策形成研修，各種実務研修，

ハラスメント防止研修，メンタルヘルス研修ほか

475

派遣研修 国や道，民間企業など各団体への派遣，市町村アカ

デミーや北海道市町村職員研修センター派遣ほか

16

職場研修 各職場の課題等の専門的研修ほか 1,050

令和元年度 令和２年度 前年度比

公務災害 26 件 18 件 ▲ 8 件

通勤災害 10 件 4 件 ▲ 6 件

計 36 件 22 件 ▲14 件

区 分 給料月額等

給 料

市 長

副市長

教育長

常勤の
監査委員

（条例規定額） （削減後の額）

1,050,000 円 861,000 円

865,000 円 787,150 円

760,000 円 691,600 円

710,000 円 646,100 円
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⑵ 各種行政委員会委員

（令和３年４月１日現在）

12 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和２年度）

⑴ 継続件数 ０件

⑵ 措置要求の件数 ０件

13 不利益処分に関する審査請求の状況（令和２年度）

⑴ 継続件数 ０件

⑵ 審査請求の件数 ０件

14 苦情処理の状況（令和２年度）

⑴ 継続件数 ０件

⑵ 苦情相談の件数 ０件

報 酬

議 長

副議長

議 員

625,000 円

555,000 円

515,000 円

期末手当

市 長

副市長

教育長

常勤の
監査委員

（条例規定割合） （削減後の割合）

6 月期 2.225 月分 1.925 月分

12 月期 2.225 月分 2.225 月分

計 4.45 月分 4.15 月分

議 長

副議長

議 員

上記市長等の例による

委員の名称 報酬

教育委員会 委 員 月額 110,000 円

選挙管理委員会 委員長

委 員

月額 71,000 円

月額 45,000 円

公平委員会 委員長

委 員

日額 15,000 円

日額 12,000 円

監査委員

議会の議員のうちから選任された者

識見を有する者のうちから選任された者

月額 57,000 円

月額 165,000 円

農業委員会

会 長

副会長

部会長

副部会長

委 員

月額 66,000 円

月額 55,000 円

月額 46,000 円

月額 39,000 円

月額 34,000 円

固定資産評価

審査委員会

委員長

委 員

日額 9,300 円

日額 7,700 円


